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(54)【発明の名称】 医療用保持装置

(57)【要約】
【課題】  セッティングを容易にできるようにした医療
用保持装置を提供する。
【解決手段】  手術機器としてのＴＶカメラ４が装着さ
れた内視鏡４はショートアーム１５ａが接続され、旋回
可能な平行四辺形リンク１３を有するスコープホルダ３
により保持され、またＴＶカメラ５、内視鏡４、ショー
トアーム１５ａにはそれぞれ非接触型のＲＦ－ＩＤタグ
３４，３３，３２ａが取り付けてあり、各メモリに格納
されているＩＤ情報はアンテナ３１を介してスコープホ
ルダ制御ユニット１０内のＩＤ解析部により読み取ら
れ、使用されている医療機器の種別が判断され、平行四
辺形リンク１３に接続したバランス重り２８、３０をモ
ータにより適切な位置に移動するセッティングを自動的
に行い、術者は医療機器の重量等の影響を受けることな
く、スムーズに旋回したり移動等ができるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  手術に使用される医療機器を保持する医
療用保持装置において、
設置するためのベースと、
前記ベースに一端が連結される、回動自在に形成された
リンクアームと、
前記リンクアームの回動によって所定空間内を移動自在
な前記リンクアームの他端に着脱自在な第１の接続部を
基端側に有するとともに、前記医療機器を保持可能な第
１の保持部を先端側に有する第１の長さ形状の第１の保
持アームと、
前記リンクアームの他端に着脱自在な第２の接続部を基
端側に有するとともに、前記医療機器を保持可能な第２
の保持部を先端側に有する、前記第１の保持アームと異
なる第２の長さ形状の第２の保持アームと、
前記リンクアームに移動自在に設けられ、前記リンクア
ームに接続された前記保持アームで保持された医療機器
を所望空間位置で重量を相殺するためのカウンタウェイ
トと、
前記リンクアームに接続された前記保持アームを判別す
る判別手段と、
前記判別手段の判別結果に基づき、前記カウンタウェイ
トの移動制御する移動制御手段と、
を具備したことを特徴とする医療用保持装置。
【請求項２】  前記判別手段が前記医療機器の種別を更
に判別することを特徴とする請求項１記載の医療用保持
装置。
【請求項３】  複数の医療機器で構成される医療システ
ムに使用可能な医療装置において、
組み合わせて使用される前記複数の医療機器からの識別
情報を受信可能なアンテナと、
前記アンテナで受信された識別情報に基づき、使用され
る医療機器の組み合わせ状態を判断する組み合わせ状態
判別手段と、
前記組み合わせ状態判別手段の判別結果に基づき、所定
の動作状態に制御する制御手段と、
を具備したことを特徴とする医療装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、主に医療現場で使
用される医療機器をセッティングのために保持する医療
用保持装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、低侵襲による手術を行うために手
術室では内視鏡、処置具、及びこれらを保持するスコー
プホルダ等が用いられている。また、手術の高度化によ
り症例に合わせて様々な内視鏡や処置具が使用されてい
る。また、これらの内視鏡の観察を行うために光源装置
やＴＶカメラも同時に使用されている。このような内視
鏡及びホルダの例として、特開平７－２４１３００号
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（医療器具の保持装置）がある。
【０００３】特開平７－２４１３００号に示されるホル
ダでは、様々な症例に対応するために、旋回するロッド
（可動アーム）の長さを可変としたカウンタバランス式
のホルダが開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、この先行技術
によれば、アームの長さを可変した場合、手術機器の重
心位置が変化するため、カウンタバランス式のバランス
機構の調整を行う必要があり、セッティングに手間がか
かる問題があった。
【０００５】また、同様に、ホルダの先端に取り付ける
手術機器を手術中に交換または追加する場合、同様にバ
ランスの再調整が必要となる。この作業は、手術の流れ
を止め、手術の長時間化を招いていた。
【０００６】また、これらの手術機器を観察するために
光源装置やＴＶカメラのセッティングは非常に煩雑であ
り、その結線や光量調整等で手術スタッフにかける負担
が大きかった。
【０００７】（発明の目的）本発明は、これらの課題に
鑑み、セッティングが容易な医療用保持装置を提供する
事を目的とする。
【０００８】また、
【０００９】
【課題を解決するための手段】手術に使用される医療機
器を保持する医療用保持装置において、設置するための
ベースと、前記ベースに一端が連結される、回動自在に
形成されたリンクアームと、前記リンクアームの回動に
よって所定空間内を移動自在な前記リンクアームの他端
に着脱自在な第１の接続部を基端側に有するとともに、
前記医療機器を保持可能な第１の保持部を先端側に有す
る第１の長さ形状の第１の保持アームと、前記リンクア
ームの他端に着脱自在な第２の接続部を基端側に有する
とともに、前記医療機器を保持可能な第２の保持部を先
端側に有する、前記第１の保持アームと異なる第２の長
さ形状の第２の保持アームと、前記リンクアームに移動
自在に設けられ、前記リンクアームに接続された前記保
持アームで保持された医療機器を所望空間位置で重量を
相殺するためのカウンタウェイトと、前記リンクアーム
に接続された前記保持アームを判別する判別手段と、前
記判別手段の判別結果に基づき、前記カウンタウェイト
の移動制御する移動制御手段と、を具備したことによ
り、長さ形状が異なる保持アームを使用した場合には、
その保持アームを判別してカウンタウェイトを移動制御
して、その重量を相殺するようにして容易にセッティン
グを行えるようにしている。
【００１０】また、保持アームに医療機器が接続された
場合にも、その医療機器の種別を判別してカウンタウェ
イトを移動制御して、その重量を相殺するようにして容
易にセッティングを行えるようにしている。
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【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態のスコープ
ホルダ装置を備えた内視鏡装置の全体構成を示し、図２
は非接触型ＲＦ－ＩＤの概略の構成を示し、図３はスコ
ープホルダ制御ユニット等の電気系の構成を示し、図４
は第１の実施の形態の動作内容を示す。
【００１２】図１に示す内視鏡装置１は本発明の医療用
保持装置の第１の実施の形態のスコープホルダ装置（内
視鏡ホルダ装置）２と、このスコープホルダ装置２を構
成するスコープホルダ３により保持され、ＴＶカメラ４
が装着された内視鏡５と、内視鏡５に照明光を供給する
光源装置６と、ＴＶカメラ４に内蔵された撮像素子に対
する信号処理を行うカメラコントロールユニット（以
下、ＣＣＵと略記）７と、このＣＣＵ７から出力される
映像信号を表示するモニタ８とを有し、前記スコープホ
ルダ３は接続ケーブル９により接続されたスコープホル
ダ制御ユニット１０により制御されるようになってい
る。
【００１３】スコープホルダ３は、図示しないベッドに
取り付けて設置するベース１１を有し、このベース１１
には支柱１２が上方向に旋回可能に取り付けられてい
る。この支柱１２の上端には、バランス機構を設けた回
動自在の平行四辺形リンク１３が取り付けられている。
この平行四辺形リンク１３の上端から略水平方向に延出
した端部のアーム接続部１４には、短いアーム形状のシ
ョートアーム１５ａ又は長いアーム形状のロングアーム
１５ｂの後端の接続部１６が着脱可能に取り付けらるよ
うになっている。
【００１４】ショートアーム１５ａ及びロングアーム１
５ｂの先端には、内視鏡保持部１７がそれぞれ設けられ
ており、内視鏡５を着脱自在に保持できるようになって
いる。この内視鏡５は体腔内に挿入し易いように細長の
挿入部１８を有し、この挿入部１８の後端には把持する
把持部が設けられ、把持部の後端には接眼部１９が設け
てあり、この接眼部１９にはＴＶカメラ４が着脱自在に
装着されている。
【００１５】この内視鏡５の把持部に設けたライトガイ
ド口金にはライトガイドケーブル２１の一端が着脱自在
で接続され、このライトガイドケーブル２１の他端のコ
ネクタ２２は光源装置６に着脱自在に接続される。
【００１６】光源装置６は、図示しない光源ランプを内
蔵し、光源ランプで発生した照明光はライトガイドケー
ブル２２で伝送され、さらに内視鏡５内部に挿通された
ライトガイドにより伝送され、挿入部１８の先端部の照
明窓から出射され、体腔内の患部等の被写体を照明する
ことができるようにしている。
【００１７】また、照明された被写体は照明窓に隣接し
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て設けた観察窓に取り付けた対物レンズにより結像さ
れ、その結像された光学像はリレーレンズ系により、接
眼部１９側に伝送され、ＴＶカメラ４が装着された場合
には、ＴＶカメラ４内の撮像素子に結像される。
【００１８】ＴＶカメラ４からカメラケーブル２３が延
出され、このカメラケーブル２３の端部のコネクタ２４
はＣＣＵ７に着脱自在に接続される。そして、ＣＣＵ７
からの撮像素子駆動信号をカメラケーブル２３を介して
ＴＶカメラ４内の撮像素子に印加することにより、撮像
素子で光電変換された信号が読み出され、カメラケーブ
ル２３を介してＣＣＵ７内部の映像信号処理回路によ
り、信号処理されて映像信号が生成され、この映像信号
は映像ケーブル２５を介してモニタ８に出力され、モニ
タ８の表示面には撮像素子で撮像された画像が表示され
る。また、スコープホルダ３下端部分から延出された接
続ケーブル９の端部のコネクタ２６はスコープホルダ制
御ユニット１０に接続されている。
【００１９】上記平行四辺形リンク１３の動作及び支柱
１２の旋回により、スコープホルダ３の先端に取り付け
られた内視鏡５は、３次元空間において任意の位置に移
動可能である。平行四辺形リンク１３の垂直軸の下端に
は、軸２７が下方に延出するように設けられており、こ
の軸２７の端部にはバランス重り２８が取り付けられて
いる。
【００２０】また、平行四辺形リンク１３の下端側の水
平軸の端部には、軸２９水平方向に延出するように設け
られており、この軸２９の端部には、バランス重り３０
が取り付けられている。
【００２１】そして、カウンタウェイトを構成する２つ
のバランス重り２８、３０の位置を適切に設定すること
により、スコープホルダ３の先端に保持される任意の医
療機器に対してその医療機器を処置に応じてスムーズに
移動設定等ができるようにしている。
【００２２】また、平行四辺形１３の上端には、非接触
型ＲＦ－ＩＤを読み取るためのアンテナ３１が設けられ
ている。また、ショートアーム１５ａには、非接触型Ｒ
Ｆ－ＩＤタグ３２ａが貼り付けられている。同様に、ロ
ングアーム１５ｂにも非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３２ｂが
貼り付けられている。
【００２３】また、内視鏡５にも非接触型ＲＦ－ＩＤタ
グ３３が、ＴＶカメラ４にも非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３
４が貼り付けられている。図２は例えば非接触型ＲＦ－
ＩＤタグ３２ａの基本的な構成を示す。
【００２４】非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３２ａは、電波を
送受信するアンテナ３５と、このアンテナ３５で送受信
する電波の変復調する変復調回路３６と、この変復調さ
れる情報を読み／書きする不揮発性の記憶部としてのメ
モリ３７とを有している。他の非接触型ＲＦ－ＩＤタグ
３２ｂ、３３、３４も同様の構成であるが、メモリ３７
に書き込まれている情報の内容はそれぞれ固有の情報で
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あり、その固有の情報を読み出すことによりそのタグが
設けられている機器を識別することができるようになっ
ている。
【００２５】次に、図３を用いてスコープホルダ制御ユ
ニット１０及びスコープホルダ３の電気系の構成を説明
する。スコープホルダ３に設けられたアンテナ３１は、
スコープホルダ制御ユニット１０に内蔵されているＩＤ
解析部４１に接続されている。
【００２６】このＩＤ解析部４１は、演算部４２に接続
されている。また、バランス重り２８及びバランス重り
３０には位置センサ４３及び位置センサ４４が内蔵され
ており、各々は演算部４２に接続されている。演算部４
２はモータ制御部４５及びモータ制御部４６に接続され
ている。モータ制御部４５は軸２７に内蔵されたモータ
４７に接続されている。モータ制御部４６は軸２９に内
蔵されたモータ４８に接続されている。
【００２７】モータ４７は図示しない減速機構によりバ
ランス重り２８を軸２７の方向（図１で矢印Ｖで示す上
下方向）に移動させる事が出来る。モータ４８は図示し
ない減速機構によりバランス重り３０を軸２９の方向
（図１で矢印Ｈで示す水平方向）に移動する事が出来
る。
【００２８】これにより、ショートアーム１５ａ或いは
ロングアーム１５ｂにより任意の医療機器を保持した場
合においても、その医療機器による重量を平行四辺形リ
ンク１２の支柱１２に関してバランス重り２８及び３０
の位置を移動してバランスした位置に調整設定すること
により、その重量による影響を相殺して、保持された医
療機器をスムーズに移動等ができるようにしている。
【００２９】次に、本実施の形態の作用を説明する。図
１に示すように、スコープホルダ３には、ショートアー
ム１５ａを介して内視鏡５が取り付けられている。内視
鏡５にはＴＶカメラ４が取り付けられている。
【００３０】アンテナ３１はショートアーム１５ａに貼
り付けられた非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３２ａ、内視鏡５
に貼り付けられた非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３３、ＴＶカ
メラ４に貼り付けられた非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３４を
検出し、その検出結果をスコープホルダ制御ユニット１
０のＩＤ解析部４１に送信する。
【００３１】ＩＤ解析部４１は非接触型ＲＦ－ＩＤタグ
３２ａ、非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３３及び非接触型ＲＦ
－ＩＤタグ３４が各々何の機器であるかを解析し、その
解析結果を演算部４２に送信する。演算部４２はＩＤ解
析部４１から送られてきた機器の組み合わせ情報（図１
の具体例では、保持される医療機器としてのＴＶカメラ
４及び内視鏡５と、スコープホルダ３に使用されるアー
ムとしてのショートアーム１５ａとの組み合わせ情報）
から最適なバランス位置となるバランス重り２８及びバ
ランス重り３０の設定位置を演算する。
【００３２】また、演算部４２は位置センサ４３及び位
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置センサ４４からバランス重り２８及びバランス重り３
０の現在位置を検出する。また、演算部４２は前記の最
適なバランスとなる設定位置と現在位置の情報からモー
タ４７及びモータ４８の駆動方向及び駆動量を算出し、
モータ制御部４５及びモータ制御部４６に駆動命令を送
信する。
【００３３】モータ制御部４５は駆動命令に応じた制御
を行い、モータ４７を駆動する。同様に、モータ制御部
４６はモータ４８を駆動する。これにより、バランス重
り２８及びバランス重り３０は最適なバランス位置に設
定され、ＴＶカメラ４が装着された内視鏡５を軽い力で
操作する事が出来るようになる。
【００３４】更に、ショートアーム１５ａからロングア
ーム１５ｂに変更した場合は前述の作用と同様に自動的
にバランス重り２８及びバランス重り３０は駆動され、
最適なバランス位置に設定される。
【００３５】これは、内視鏡５を他の内視鏡に付け替え
た場合やＴＶカメラ４を他のＴＶカメラに付け替えた場
合も全く同様であり、即ち、手術中に様々な機器を交換
または組み合わせて使用する場合でも自動的にバランス
調整が行われる。また、手術中に内視鏡５を介して挿入
される鉗子やシースに関しても全く同様である。この作
用を図４のフローチャートで示している。
【００３６】スコープホルダ装置２の電源が投入されて
その動作が開始すると、ステップＳ１に示すようにＩＤ
解析の処理を行う。つまり、アンテナ３１により、内視
鏡装置１に使用されている機器の各非接触型ＲＦ－ＩＤ
タグのメモリに記憶されている情報を読み出し、スコー
プホルダ制御ユニット１０のＩＤ解析部４１に送り、Ｉ
Ｄ解析部４１はＩＤ解析の処理を行う。
【００３７】この処理により、使用されているアーム種
類、内視鏡種類、ＴＶカメラ種類、併用鉗子の種類など
の使用されている医療機器の解析が行われる。その解析
結果は演算部４２に送られる。ステップＳ２に示すよう
に演算部４２は位置センサ４３及び位置センサ４４によ
る位置情報の解析を行い、バランス重り２８及びバラン
ス重り３０の現在位置を検出する。
【００３８】また、ステップＳ３に示すように演算部４
２は、最適なバランス位置となるバランス重り２８及び
バランス重り３０の設定位置を演算して求め、現在位置
から設定位置に設定するためにモータ４７、４８の駆動
量を算出する。
【００３９】そして、ステップＳ４に示すように演算部
４２は、モータ駆動制御部４５、４６に駆動命令を出
し、モータ４７、４８を駆動させて最適なバランス位置
となる設定位置にバランス重り２８及びバランス重り３
０を設定して、セッティングの動作を終了する。この
後、内視鏡５を用いた手術等を行うことにより、内視鏡
５等を移動する場合にも、スムーズに移動等ができ、手
術等の処置を円滑に行うことができる。
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7
【００４０】本実施の形態の効果としては、手術中に行
われる手術機器の交換や追加の際に、術者がバランス調
整を行う必要がなく、自動的にバランス調整が行われる
ため、手術の流れを止める事がなく、手術を効率的に行
う事が出来るようになる。また、手術を行う術者や看護
婦等のスタッフによるセッティングを行う負担や手間を
軽減でき、スムーズに手術を進めることができる。
【００４１】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を第５ないし図７を参照して説明する。図５
は、第２の実施の形態を備えた内視鏡装置１Ｂの全体を
示す。この内視鏡装置１Ｂは第１の実施の形態におい
て、さらに集中操作の制御を行う集中操作制御部５１
と、この集中操作制御部５１と接続され、集中操作を行
う集中操作パネル５２とを有し、この集中操作制御部５
１には各機器の非接触型ＲＦ－ＩＤタグの情報を読み取
るアンテナ５３が設けてある。
【００４２】スコープホルダ３は第１の実施の形態とほ
ほ同様であり、平行四辺形リンク２３の先端にはロング
アーム１５ｂが取り付けられており、更に、その先端に
は内視鏡５及びＴＶカメラ４が取り付けられている。ま
た、本実施の形態では、光源装置６、ＣＣＵ７、モニタ
８、スコープホルダ制御ユニット１０にはそれぞれ非接
触型ＲＦ－ＩＤタグ５４～５７が貼り付ける等して設け
てある。
【００４３】光源装置６の例えば前面には、ライトガイ
ドケーブル２１を接続するためのライトガイド入力部５
８、背面には調光を行う調光コネクタ５９、集中操作制
御部５１とケーブル接続して通信を行う通信コネクタ６
０が設けられている。また、ＣＣＵ７の例えば前面に
は、カメラケーブル２３を接続するための接続コネクタ
６１、背面には映像信号を出力する画像出力コネクタ６
２、集中操作制御部５１とケーブル接続して通信を行う
通信コネクタ６３、光源装置６とケーブル接続して調光
を行う調光コネクタ６４が設けられている。
【００４４】また、モニタ８の例えば背面には画像入力
コネクタ６５が設けられており、ＣＣＵ７からの映像信
号を入力できるようにしている。また、スコープホルダ
制御ユニット１０の例えば前面には、スコープホルダ３
と接続ケーブル９を接続するための接続コネクタ６６、
背面には集中操作制御部５１とケーブル接続して通信を
行う通信コネクタ６７が設けられている。
【００４５】また、集中操作制御部５１の例えば背面に
は複数の通信コネクタ６８が設けられており、集中制御
が行われる（被制御機器としての光源装置６等の）各機
器の通信コネクタとケーブルを介して接続できるように
している。また、前面にはアンテナ５３が設けられてい
る。更に、集中操作制御部５１には集中操作パネル５２
が接続されており、各機器の情報等を表示したり、集中
操作するための操作画面等を表示できるようにしてい
る。なお、スコープホルダ３には接続ケーブル９を着脱
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自在に接続する接続コネクタ６９が設けてある。
【００４６】次に、図６を参照して集中操作制御部５１
の構成を説明する。アンテナ５３は各非接触型ＲＦ－Ｉ
Ｄタグのメモリの情報を解析するＩＤ解析部７１に接続
されている。ＩＤ解析部７１は、解析結果から必要な情
報を得るため等の演算を行う演算部７２に接続されてい
る。更に演算部７２はセットアップ情報を格納したセッ
トアップ情報データベース７３に接続されている。
【００４７】セットアップ情報データベース７３は、表
示の制御を行う表示制御部７４に接続されており、表示
制御部７４に接続されたは集中操作パネル５２により表
示を行えるようにしている。また、集中操作パネル５２
はそのタッチパネルのスイッチ解析を行うスイッチ解析
部７５に接続されている。そして、集中操作パネル５２
のタッチパネルのどのスイッチ部分が操作されたかの解
析等を行う。
【００４８】このスイッチ解析部７５は通信制御部７６
と接続され、通信制御部７６にスイッチ操作の解析結果
を送信したり、通信制御部７６による制御に対応してス
イッチ解析の動作を行う。この通信制御部７６は通信コ
ネクタ６８に接続されており、集中操作パネル５２の操
作に対応した信号を通信コネクタ６８を介して各機器に
送信し、集中制御を行えるようにしている。
【００４９】次に、本実施の形態の作用を説明する。集
中操作制御部５１に設けられたアンテナ５３は各機器に
設けられた非接触型ＲＦ－ＩＤタグの検出を行う。手術
に応じて使用される機器が異なるため、術者はその接続
の変更を行う。
【００５０】アンテナ５３は非接触型ＲＦ－ＩＤタグ５
７を検出すると、そのＩＤ情報をＩＤ解析部７１に送信
する。ＩＤ解析部７１は検出したＩＤ情報からスコープ
ホルダ制御ユニット１０が使用される事を検出し、その
情報を演算部７２に送信する。演算部７２は必要なセッ
トアップの内容を記したデータベース情報の検索を行
う。即ち、セットアップ情報データベース７３に使用さ
れるユニット情報を出力する。
【００５１】セットアップ情報データベース７３は使用
されるユニット情報から必要なセットアップ手順を検索
し、その画像データを表示制御部７４へ送信する。表示
制御部７４は画像データを映像信号に変換し、集中操作
パネル５２に出力してその表示面に表示する。これによ
り、術者は必要なセットアップ情報を集中操作パネル５
２の画面で画像として確認する事が出来る。即ち、この
例では、スコープホルダ制御ユニット１０を検出した事
からスコープホルダ制御ユニット１０の通信コネクタ６
７と集中操作制御部５１の通信コネクタ６８とを接続す
る必要がある事、スコープホルダ３とスコープホルダ制
御ユニット１０とを接続ケーブル９で接続する必要があ
る事を認識出来る。
【００５２】次に、アンテナ５３が非接触型ＲＦ－ＩＤ
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9
タグ５４、非接触型ＲＦ－ＩＤタグ５５及び非接触型Ｒ
Ｆ－ＩＤタグ５６を認識した場合、前述の例と同様に、
演算部７２は光源装置６、ＣＣＵ７、モニタ８が同時に
使用されるという情報をセットアップ情報データベース
７３に出力する。
【００５３】これにより、必要なセットアップ手順が集
中操作パネル５２に表示される。即ち、通信コネクタ６
０と通信コネクタ６８を接続する、通信コネクタ６４と
通信コネクタ６８を接続する、調光コネクタ５９と調光
コネクタ６３を接続する、画像入力コネクタ６５と画像
出力コネクタ６２とを接続する、以上の手順が集中操作
パネル５２に表示される。
【００５４】また、同様に、内視鏡５が認識された場
合、ライトガイドケーブル２１をライトガイド入力部５
８に接続する事、ＴＶカメラ４が認識された場合は、カ
メラケーブル２３を接続コネクタ６１に接続する事など
も同様に集中操作パネル５２での表示により確認する事
が出来る。
【００５５】このように、使用する機器を全て正確に接
続する事により、集中操作パネル５２に設けられた図示
しないスイッチの操作により、通信制御部７６からその
スイッチ操作に応じた操作信号が通信コネクタ６８を介
して各機器に伝達され、各機器の制御が行われる。
【００５６】例えば、光源装置６の調光コントロールや
ＣＣＵ７の色調整等が一個所の集中操作パネル５２から
実施する事が出来る。また、スコープホルダ制御ユニッ
ト１０は、集中操作パネル５２からの操作により第１の
実施の形態で説明したように、アンテナ３１を介してロ
ングアーム１５ｂの非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３２ｂ、内
視鏡５の非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３３、ＴＶカメラ４の
非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３４の各情報を読み取り、それ
らの情報から最適なバランス位置となる設定位置にバラ
ンス重り２８及びバランス重り３０を設定するように制
御する。
【００５７】なお、本実施の形態の場合には、上記アン
テナ３１を用いることなく、集中操作制御部５１のアン
テナ５３を介してロングアーム１５ｂの非接触型ＲＦ－
ＩＤタグ３２ｂ、内視鏡５の非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３
３、ＴＶカメラ４の非接触型ＲＦ－ＩＤタグ３４の各情
報を読み取り、それらの情報を通信コネクタ６８を介し
てスコープホルダ制御ユニット１０に送信し、送信され
た情報によりスコープホルダ制御ユニット１０はスコー
プホルダ３のモータ４７、４８を駆動して最適なバラン
ス位置となる設定位置にバランス重り２８及びバランス
重り３０を設定するように制御するようにしても良い。
この場合には、アンテナ３１を必要としないし、図３で
示したＩＤ演算部４１も必要としない（演算部４２も集
中操作制御部５１側でその演算も行う場合には必要な
い）。
【００５８】なお、非接触型ＲＦ－ＩＤタグを認識した
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場合でも既に必要な接続が実施されている場合、その接
続手順の表示を省略する事も可能である。これは、その
接続情報を演算部７２に伝達する事で実現出来る。
【００５９】つまり、図６の点線で示すように通信制御
部７６は演算部７２と接続され、通信制御部７６はこの
集中操作制御部５１の通信コネクタ６８と通信ケーブル
を介して接続された機器の情報（特にその機器が接続用
のコネクタを有する場合には、そのコネクタ或いは複数
のコネクタの場合には各コネクタが接続ケーブルで接続
されているか否かの情報）を取り込み、演算部７２に送
信する。演算部７２は通信制御部７６から送られた情報
により、接続ケーブルが接続されていないと、接続ケー
ブルの接続部位の指示表示を行う。
【００６０】この場合の動作を図７のフローチャートで
示す。集中操作制御部５１の電源等が投入されて動作状
態になると、集中操作制御部５１はステップＳ１１に示
すようにアンテナ５３により非接触型ＲＦ－ＩＤタグ５
４等を検出する（図７及び以下では簡単化のため、非接
触型ＲＦ－ＩＤタグ５４、５５等を単にタグＡ、タグＢ
等と記す）。タグＡを検出しない場合には、ステップＳ
１７に示すように異なるタグＢの検出処理を行う。
【００６１】一方、タグＡを検出した場合には、ステッ
プＳ１２に進み、集中操作制御部５１と通信ケーブルで
接続されているかの判断を行う。つまり、演算部７２は
通信制御部７６により通信ケーブルを介してそのタグＡ
が接続された機器と通信が行えるかの判断結果の情報を
得ることにより、通信ケーブルで接続されているか否か
の判断を行う。
【００６２】そして、その判断結果により、接続されて
いない場合にはステップＳ１３に示すようにその機器と
集中操作制御部５１とを通信ケーブルで接続することの
表示を集中操作パネル５２で表示し、ステップＳ１２に
戻る。
【００６３】ステップＳ１２の判断において、通信ケー
ブルで接続されていると判断した場合にはステップＳ１
４に移り、（通信コネクタを除く）接続コネクタの有無
を判断する。
【００６４】この場合にも、演算部７２は通信ケーブル
により接続された機器に対して、その機器に接続コネク
タが設けてあるか否かの情報を通信制御部７６から得る
ことにより判断する。
【００６５】この接続コネクタが無い場合にはステップ
Ｓ１７に移り、接続コネクタが有る場合には、ステップ
Ｓ１５に進み、接続コネクタに接続ケーブルが接続され
ているか否かの判断を行う。
【００６６】この場合にも、演算部７２は通信ケーブル
により接続された機器に対して、その機器の接続コネク
タに接続されていない接続ケーブルがあるか否かの情報
を通信制御部７６から得ることにより判断する。
【００６７】そして、接続ケーブルが接続されている場
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11
合にはステップＳ１７に移り、接続ケーブルが接続され
ていないものが有る場合にはステップＳ１６に進み、そ
の接続されたいない接続ケーブルの接続すべき接続部位
の指示表示を集中操作パネル５２で表示し、ステップＳ
１５に戻る。
【００６８】このようにして、タグＡが設けられた機器
の通信ケーブルの接続、接続ケーブルの接続のセッティ
ングの表示処理を終了して次のタグＢが設けられた機器
のセッティングの処理に移る。この処理はタグＡの機器
の場合と同様であるのでその説明を省略する。このよう
にして、タグが設けられて機器に対して同様の処理を行
うことにより全ての機器のセッティングを完了できる。
【００６９】本実施の形態の効果としては、非接触型Ｒ
ＦＩＤデバイスによる機器、或いはユニット検出によ
り、必要なセットアップ手順を画面の表示で確認しなが
ら実施することができるため、誤配線や接続忘れ等がな
くなり、セットアップを容易かつ迅速に行うことができ
る。
【００７０】なお、上述の説明では、医療機器（或いは
手術機器）として、内視鏡５を保持した例で説明した
が、手術用鉗子等の他の医療機器の場合にも適用できる
ことは明らかである。
【００７１】［付記］
１．複数の手術機器と、前記複数の手術機器の少なくと
も１つに装着された非接触型ＩＤ素子と、前記複数の手
術機器の内、少なくとも１つに設けられ、前記非接触型
ＩＤ素子の情報を読み取るアンテナと、該アンテナで読
み取られたＩＤ情報を基に、前記複数の手術機器のセッ
ティングの少なくとも１部を自動的に行う制御部と、を
有する事を特徴とする手術機器システム。
【００７２】２．付記１において、前記複数の手術機器
は、内視鏡または手術用鉗子等を保持するためのホルダ
及び前記保持される手術機器である事を特徴とする手術
機器システム。
【００７３】３．付記１乃至２において、前記ホルダに
保持される手術機器に取り付けられた非接触型ＩＤ素子
と、前記ホルダに設けられたアンテナとを有し、前記保
持された手術機器のＩＤ情報を基に前記ホルダのバラン
ス調整を行う制御部とを有した手術機器システム。
４．付記１において、前記制御部は、各手術機器の接続
情報を表示する表示手段を有する事を特徴とする手術機
器システム。
【００７４】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、手
術に使用される医療機器を保持する医療用保持装置にお
いて、設置するためのベースと、前記ベースに一端が連
結される、回動自在に形成されたリンクアームと、前記
リンクアームの回動によって所定空間内を移動自在な前
記リンクアームの他端に着脱自在な第１の接続部を基端
側に有するとともに、前記医療機器を保持可能な第１の*
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*保持部を先端側に有する第１の長さ形状の第１の保持ア
ームと、前記リンクアームの他端に着脱自在な第２の接
続部を基端側に有するとともに、前記医療機器を保持可
能な第２の保持部を先端側に有する、前記第１の保持ア
ームと異なる第２の長さ形状の第２の保持アームと、前
記リンクアームに移動自在に設けられ、前記リンクアー
ムに接続された前記保持アームで保持された医療機器を
所望空間位置で重量を相殺するためのカウンタウェイト
と、前記リンクアームに接続された前記保持アームを判
別する判別手段と、前記判別手段の判別結果に基づき、
前記カウンタウェイトの移動制御する移動制御手段と、
を具備しているので、長さ形状が異なる保持アームを使
用した場合には、その保持アームを判別してカウンタウ
ェイトを移動制御して、その重量を相殺するようにして
容易にセッティングを行える。
【００７５】また、保持アームに医療機器が接続された
場合にも、その医療機器の種別を判別してカウンタウェ
イトを移動制御して、その重量を相殺するようにして容
易にセッティングを行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態のスコープホルダ装
置を備えた内視鏡装置の全体構成図。
【図２】非接触型ＲＦ－ＩＤの概略の構成を示すブロッ
ク図。
【図３】スコープホルダ制御ユニット等の電気系の構成
を示すブロック図。
【図４】第１の実施の形態の動作内容を示すフローチャ
ート図。
【図５】本発明の第２の実施の形態を備えた内視鏡装置
の構成図。
【図６】集中操作制御部の概略の構成を示すブロック
図。
【図７】第２の実施の形態の動作内容を示すフローチャ
ート図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…スコープホルダ装置
３…スコープホルダ
４…ＴＶカメラ
５…内視鏡
６…光源装置
７…ＣＣＵ
８…モニタ
１０…スコープホルダ制御ユニット
１１…ベース
１２…支柱
１３…平行四辺形リンク
１４…アーム接続部
１５ａ…ショートアーム
１５ｂ…ロングアーム
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１６…接続部
１７…内視鏡保持部
２１…ライトガイドケーブル
２３…カメラケーブル
２８、２９…バランス重り
３２ａ、３２ｂ、３３、３４…ＲＦ－ＩＤタグ *
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*４１…ＩＤ解析部
４２…演算部
４３、４４…位置センサ
４５、４６…モータ制御部
４７、４８…モータ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図６】
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【図５】

【図７】
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